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徳

川

幕

府

の

財

政

に

--::> 

U 、
て

本

庄

柴

治

長I~

手者

一言

徳
川
山
町
代
は
中
央
集
権
的
封
建
制
度
の
時
代
で
あ
る
。
集
権
的
封
建
制
度
は
政
治
的
根
カ
が
或
る
判
何
度
に
統
一

さ
れ
た
こ

Z
を
意
味
す
る
は
勿
論
で
あ
る
が
、
財
力
の
上
よ
り
見
る
も
、

あ
る
程
度
の
集
中
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
る
o

否
、
他
正
一
隔
絶
せ
る
財
力
を
有
す
る
も
の
に
非
ん
ば
、
他
の
諸
侯
を
統
御
し
て
政
治
上
に
於
け
る
優
越
な

る
地
位
を
占

U
る
こ
己
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
大
な
る
財
カ
を
擁
す
る
こ
ご
の
必
要
な
る
は
い
γ

ふ
迄
も
な
い
。

徳
川
氏
は
一
仰
の
大
名
ご
し
て
存
す
る
の
み
な
ら
す
、
貨
に
諸
侯
ご
比
す
べ
か
ら
ざ
る
則
カ
を
有
し
て
居
花
。
郎

も
そ
の
天
領
は
全
国
の
四
分
の
一
仁
及
び
、
四
十
七
ヶ
図
に
散
布
L
、
政
治
土
橋
要
な
る
土
地
、
商
工
業
の
中
心

地
た
る
大
都
曾
を
そ
の
掌
中
じ
牧
め

L
如
き
は
郎
も
そ
の
一
例
で
あ
る
c

徳
川
氏
が
償
時
我
闘
の
中
央
政
府
ピ

L

て
存
在
せ

L
こ
ぜ
は
極
め
工
明
か
で
あ
る
o

従

τ室
町
幕
府
が
そ
の
貨
に
於
て
弧
立

L
た
る
一
一
地
方
ご
同
品
川
な
h

し
が
如
旨
比
で
は
な
い
。

i品

叢

徳
川
蕗
府
白
財
政
に
つ
い
て

第
二
↓
三
巷

(
第
三
説

t 



諭

議

2 

k 

徳
川
幕
府
の
財
政
に
つ
い
て

第
ニ
十
三
魯

(
第
三
腕

一) 

財
政
股
態
の
艶
濯

(4) 
初
期
の
財
政
潤
揮
。
徳
川
幕
府
の
初
期
に
於
T
は
そ
の
財
政
は
甚

r且
春
闘
で
あ
っ
た
o
家
出
駄
が
慶
長
十

一
年
に
駿
府
に
移
っ
た
時
、
こ
れ
ま
で
江
戸
の
西
城
に
貯
へ
置
き
し
黄
金
三
高
放
銀
子
一
高
三
千
賀
目
を
共
催
秀

山
山
に
典
へ
し
ご
き
、
老
阪
に
戒
め
工
臼
〈
、
こ
れ
は
自
身
の
奉
養
に
則
ゐ
中
天
下
の
物
ピ
忠
ひ
此
上
ド
も
積
貯
ふ

ぺ
し
、
卒
常
の
国
費
は
年
毎
の
入
額
を
以

τ妙
じ
、
成
げ
い
り
冗
費
を
省
、
き
、
金
貨
を
多
(
貯
へ
よ
、

hr
〈
貯
へ
よ

ご
い
ふ
は
何
の
翁
め
か
さ
い
へ
ば
‘
第
一
は
軍
闘
の
費
用
に
備
へ
、
第
二
は
不
良
の
大
災
に
際

L
て
賑
救
の
費
に

充
工
ん
が
た
め
、
第
三
は
凶
荒
に
備
ヘ
ん
一
か
た
め
で
ゐ
る
ご
設
い
た
o

中
部
艇
は
消
極
的
な
る
節
倹
政
策
ピ
他
必
に

は
鱗
山
の
湖
占
、
外
閤
貿
易
の
伸
張
等
の
積
極
的
政
策
ご
仁
ょ
っ

τ幕
府
財
政
を
か
〈
の
如
く
潤
楼
な
ら

L
め
た

も
の
で
あ
る
が
、
駿
府
に
退
隠
し
一
1
後
も
倫
理
則
の
道
に
心
が
付
、

雨
に
達
し
た
ご
稀
せ
ら
れ
る
。

そ
の
駿
府
に
お
け
る
遺
金
は
貨
に
約
二
百
品

二
代
秀
忠
は
守
成
の
士
で
あ
っ
た
が
、

三
代
家
克
は
宏
族
の
度
量
を
有
し
て
居
た
か
ら
、
大
に
財
を
散
じ
知
行

の
加
措
帽
を
行
ひ
、
又
日
光
廟
の
遺
品
官
、
島
原
乱
等
に
設
す
所
も
多
か
っ
た
が
、
幕
府
財
政
に
は
少
し
も
影
響
を
典

へ
な
か
っ
た
ど
稀
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

(
固
)

中
期
の
財
政
欠
乏
o

然
る
仁
四
代
時
府
軍
の
ご
き
明
暦
の
大
火
に
よ
る
賑
他
復
護
費
や
禁
装
闘
度
の
御
遊

徳川賞品巴第一綱、 237頁
平泉陸、我が康史観、 154-206頁



管
等
に
費
す
所
多
(
‘
こ
れ
よ
h
財
政
は
や
、
欠
乏
を
戚
中
る
に
至
っ
た
。
狙
後
の
「
政
談
」
に
「
寛
文
の
中
比
よ

h
は
世
界
そ
ろ
そ
ろ
ぜ
ケ
様
成
筋
(
一
誠
一
を
)
ド
越
り
る
正
見
へ
て
伊
丹
幌
市
勝
守
御
勘
定
調
た
り
し
時
、
柄
、
伊
に
念

比
に
し
た

h
し
人
一
」
忍
語
た

b
し
は
、
日
常
儀
の
御
使
用
、
入
る
を
計
b
て
出
る
を
校
れ
ば
、
早
出
る
方
多
〈
成
て

御
蔵
の
金
を
毎
年
一
二
市
内
同
程
づ
、
足
す
也
。
御
代
久
〈
山
田
'
り
た
る
後
は
、
御
役
人
雌
儀
を
致
す
べ
し
さ
巾
た
hJ

し
ニ
ピ
を
父
が
語
b
て
聞
せ
た
り

L
』
己
ゐ
る
が
、

此
頃
よ
b

財
政
は
股
支
均
衡
を
失
ひ
っ
、
あ
っ
た
の
で
あ

る
o

然

L
未
だ
大
な
る
破
綻
を
見
る
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
や
が
て
元
蔽
脊
修
の
時
代
に
入
っ

τ財
政
は
非
常
に

欠
乏
す
る
に
至
っ
た
。

五
代
捌
古
は
幸
一
一
腿
を
好
み
施
奥
を
事
ど
し
猿
楽
の
費
用
に
豆
貨
を
要
し
、
濫
h
に
土
木
を
興
し
て
採
世
の
貯
財

を
消
品
質
し
た
る
に
加
へ
て
、
嘗
時
地
震
大
火
等
ゆ
天
災
時
雌
越
h
、
之
れ
に
劃
す
る
救
他
修
築
等
の
費
用
も
少
か
ら

F
る
も
の
で
あ
っ
た
o
然
る
に
他
方
メ
令
銀
鎖
畿
伽
の
減
退
正
貨
の
海
外
流
出
が
ゐ
り
、
財
政
賞
局
者
の
私
曲
も

行
は
れ

τ、
幕
府
の
歳
入
減
少
し
、
府
庫
遂
に
空
し
〈
財
政
は
甚
し
き
窮
迫
朕
態
に
陥
る
に
至
っ
た
。
幕
府
は
之

を
救
ふ
が
た
め
に
貨
幣
り
改
鋳
を
行
ぴ
、
酒
運
上
、
長
崎
蓮
上
等
を
課
し
た
が
、
貨
幣
の
改
鋳
が
最
も
重
要
な
る

方
法
で
あ
h
、
一
苅
織
八
年
の
慶
長
金
銭
の
改
鋳
以
来
正
徳
元
年
仁
至
る
十
七
年
間
に
改
鋳
は
賞
に
四
回
の
多
き
に

及
ん
で
居
る
。

家
宣
家
継
の
時
代
は
新
井
白
石
が
鋭
意
財
政
の
整
理
に
力
め
た
時
で
あ
る
杭
、

共
閲
僅
か
に
人
年
末
に
十
分
に

論

4置

t 

徳
川
幕
胸
ゆ
財
政
に
つ
い
て

部
二
十
三
谷

(第一一一蹴

一
) 

日) 日本部擁護書巻三、 4'4頁
4) 調者、改版粧尚昆考、 297頁以下
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言面

叢

第
二
寸
三
容

(第一日一規

f二
P鬼

凹
) 

徳
川
幕
府
白
財
政
に
つ
い
て

質
績
を
由
帯
「
る
に
歪
ら
A
V
L
て
入
代
吉
宗
の
時
代
ご
な
っ
た
。
吉
宗
は
幕
府
初
世
以
来
の
方
針
た
る
節
約
の
A
T
を

布
き
、
参
親
交
代

ω制
度
仁
改
正
を
加
へ
て
上
ク
米
の
制
を
設
付
、

足
一
両
の
制
度
を
立
て
、

租
税
徴
股
の
方
法
仁

改
正
を
加
へ
、
或
は
米
価
恨
の
調
節
に
カ
を
致
し
・
新
田
の
関
畿
に
努
め
、
真
に
貨
幣
の
改
鋳
を
断
行
し
た
。
か
〈

て
享
保
十
六
年
に
於

τは
米
三
高
五
千
六
百
五
十
四
石
、
金
十
二
高
七
千
五
白
五
十
七
耐
を
徐

L
、
其
後
十
四
ケ

年
青
白
市
在
職

ω絡
hv
に
於
て
は
、
米
に
於

τ七
十
九
高
二
千
石
、
金
に
於

τ百
二
十
一
部
六
千
闘
を
俄

L
得
た
ピ

稀
せ
ら
れ
し
。
臨
附
代
財
政
窮
迫
の
後
を
享
り
て
か
〈
の
如
〈
財
政
を
整
理
せ
し
こ
ぜ
は
、
彼
の
偉
功
な
・
り
と
い
は

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

然
る
に
家
重

ω
代
に
及
ん
で
紀
綱
弛
み
財
政
は
叉
再
び
奈
れ
記
。
寅
暦
五
年
に
「
御
勝
手
向
仰
先
代
仰
定
式
も

相
立
候
世
陣
、
何
正
な
く
相
ゆ
る
み
一
一
附
年
は
別
刷
仰
入
用
相
増
御
収
筒
は
相
減
似
」
一
五
々
己
め
る
如
き
は
、
吉
宗

の
選
制
頚
れ

τ財
政
困
難
に
陥
り
し
こ
ご
を
一
市
す
も
の
で
あ
ら
う
。
か
(
て
以
後
一
一
一
ヶ
年
の
成
山
額
の
一
部
を
橡

定
L
、
獄
引
っ

v
い
て
節
約
の
方
針
を
採
る
に
至
っ
た
。

末
期
の
川
政
事
調
乱
。
次
代
中
部
治
の
時
代
は
郎
も
凹
沼
時
代
で
あ
り
、
幕
府
財
政
の
困
難
に
陥
り
し
時
代

(
A
)
 

で
あ
ム
。
明
和
八
年
の
倹
約
A
T
で
は
幕
府
肇
所
料
理
の
節
約
・
筆
紙
還
の
俄
約
、
同
胞
は
五
ヶ
年
間
繕
は
さ
る
事
等

細
か
い
出
阻
ま
で
規
定
し
て
居
る
o

共
他
貨
幣
の
新
鋭
.
下
総
の
印
勝
沼
及
子
銭
沼
の
開
墾
、
鉱
山
採
掘
、
座
及
蓮

上
の
制
度
、
貸
金
曾
所
の
設
立
等
が
行
は
れ
た
が
そ
の
日
的
を
達
す
る
能
は
中
、

次
代
家
脅
の
己
き
松
平
定
信
が

柑越間三郎、 ~Hニ組出史部五春、 3 1 "j;ï
1'{師令典本置を f六、

辻善之刷、 r~I百時代、 158頁以下
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出
づ
る
に
及
ん
で
此
等
の
政
策
は
悉
〈
根
祇
か
ら
破
壊
さ
れ
て
仕
舞
っ
た
。
定
信
の
財
政
刷
新
の
結
果
寛
政
一
冗
年

よ
b
十
年
に
至
る
聞
に
府
庫

ω剰
依
は
金
三
十
三
詩
人
千
剛
に
上
っ
た
ご
い
ふ
。
然
る
に
人
は
唯
泰
一
平
に
慣
れ
て

惰
弱
の
気
風
一
世
に
普
〈
、
定
信
の
政
治

ι
「
白
河
の
、

き
よ
き
に

Amも
棲
み
か
ね
て
、
一
冗
の
に
と

h
の
、
凹
沼

の
一
句
ド
葬
h
去
ら
品
、
省
縦
で
あ
っ
た
。
か
く

τ文
化
の
初
に
至
る
迄
に
諸
問
刊
の
歳
入
合
し
て
約
百

高
岡
、
略
3
諸
般
の
用
度
を
品
川
じ
得
た
も
の
で
あ
る
が
、
文
化
文
政
の
時
代
ご
な
っ
て
者
修
世
ぞ
蔽
ム
の
有
慌
で

総
し
き
」

b
b
幕
府
内

J

投
用
も
増
加
す
る
に
至
っ
た
o

天
保
以
後
窮
乏
愈
甚
し
〈
歳
計
次
第
仁
膨
脹
L
年
制
百
五
十
古
内
耐
を

超
え
、
同
七
年
に
は
殆
八
日
と
二
百
世
両
両
を
要
L
、
入
年
九
年
最
も
甚
し
〈
共
に
二
百
五
十
一
品
隔
を
要
し
た
(
総
)
。

文
化
の
初
年
に
比
し
て

E
に
二
倍
竿
で
あ
る
。
而
も
年
々
牧
支
相
償
は
す
、
多
〈
は
貨
幣

ω
改
鋳
井
に
御
用
金
に

よ
っ
て
臨
怖
が
に
そ
の
不
足
を
柿
ひ

L
も
の
で
あ
る
。
天
保
十
二
三
年
の
頃
水
野
越
前
守
は
大
仁
弊
政
の
改
革
を
企

て
、
者
修

ω禁
溢
.
株
仲
間
の
戚
止
、
物
般
の
引
下
等
よ
わ
祖
枕
の
増
徴
、
献
金
、
印
脇
沼
閃
懇
等
を
企
て
し
も
、

功
成
ら
す
し

τ身
退
け
ら
れ
、
並
(
後
幕
末
外
国
事
件

ω勃
俊
は
沿
海
の
警
備
・
組
長
造
般
所
り
築
造
、
加
艦
頁
牧

等
こ
の
方
面
仁
於
工
も
園
周
多
端
正
な
り
、
財
政
は
年
E
共
に
逼
迫
を
加
へ
、
幕
府

ω
額
以
b
H
支
ふ
る
能
は
苫
る

に
歪
つ
わ
い
も
の
で
ゐ
る
。

Ilx 

入

源

百布

議

品
二
十
三
容

(
第
三
親

七

五

王I
) 

仙
川
事
前
心
刷
肢
に
ワ
い
て

7血l四Ji!拙l、徳川崎代史下、 379r!
此E基金主務 HJ)}、。耳、後藤三右衛川上古

8) 



t市

議

徳
川
嶋
府
の
財
政
に
つ
い
て

第
二
十
三
番

(
品
三
都

"-，、
) 

じ
ZJ' 

(イ)

租
税
枚
入
。

徳
川
時
代
に
於
て
は
所
領
の
大
き
を
示
す
に
石
高
を
以

τし
大
名
旗
本
一
般
武
士
に
至
る

ま
で
そ
の
俸
械
は
米
殺
を
以

τゐ
ら
は
し
、
組
枕
の
牧
納
も
亦
-
-
れ
ぞ
以
て
す
る
有
徒
で
あ
っ
て
、
骨
同
財
の
財
政

経
済
の
基
帥
慨
は
全
〈
米
穀
に
存
し
て
居
っ
た
の
で
ゐ
る
。
こ
れ
そ
の
反
面
に
於
て
蛍
時
の
牧
入
訴
の
最
も
重
要
な

る
h
内
が
米
穀
に
存
す
る
こ
ご
を
一
市
す
も
の
で
ゐ
ら
う
o

然
し
一
、
の
米
穀
は
幕
府
直
領
地
か
ら
田
租
正
し
て
牧
納

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
各
藩
の
岡
地
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
回
祖
以
外
の
机
枕
牧
入
ご

L
て
雑
枕
謀
役
が
ゐ
る

が
、
兎
に
角
重
要
な
る
牧
入
源
正
し
て
の
土
地
が
、
僅
か
に
直
領
地
の
み
仁
限
ら
れ
て
ゐ
た
噂
』
正
は
、
鎌
倉
室
町

時
代
に
金
幽
よ
り
兵
糊
米
を
徴
牧
せ
し
こ
正
、
共
越
さ
e

乞
異
に
し
、
大
に
注
意
す
べ
き
こ
己
で
あ
ら
う
。
勿
論
上

ケ
米
の
制
度
の
如
、
き
は
各
務
の
土
地
を
も
客
健
ご
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
一
時
的
の
こ
ご
で
あ
っ
て
、
幕
府
の
永

制
で
は
な
か
っ
た
。
(
註
)
而

L
て
噂
』
の
土
地
の
中
で
も
朱
印
地
、
除
地
、
無
年
貢
地
、
見
拾
地
、
損
地
等
は
除
積

地
で
ゐ
る
一
丸
、
共
外
の
田
畑
市
街
宅
地
等
は
す
べ
て
牧
入
を
生
す
る
源
で
あ
る
。
そ
れ
等
の
も
の
に
も
租
税
減
見

の
場
合
み
の
る

e

』
己
は
い
P
J

迄
も
な
い
。

土
地

ω外
に
営
業
ち
亦
課
税
の
目
的
正
な
る
o
商
工
業
者
に
課
せ
ら
れ
た
運
上
冥
加

ω如
き
そ
れ
で
あ
る
。
或

は
ま
た
人
の
努
力
を
徴
す
る
場
合
も
ゐ
る
。
ん
そ
此
等

ω租
税
枚
入
の
源
を
な
す
も
の
が
枚
入
W
Bこ
し
て
考
へ
ら

る
べ
き
こ
ご
は
自
明
の
こ
正
で
ゐ
品
。

量

徳
川
躍
的
は
鎌
倉
室
町
時
代
日
お
け
る
削
〈
会
図
よ
り
兵
税
米
を
徴
牧
せ
な
か
っ
た
け
れ

E
も
臨
時
に
請
侯
に
封
し
て
厩
主
大
工
事
等
の
御

tム藤博、徳川幕府蹴t育現時、 143-146頁1 ) 



手
俸
を
命
じ
て
ゐ
る
@
散
に
幕
府
主
雌
、
諸
侯
に
謝
し
て
何
等
負
婚
を
課
せ
ざ
り
し
わ
け
で
は
な
〈
、
ま
た
兵
桃
山
耳
目
如
告
も
の
を
徴
牧
せ

f
mリ

し
こ
と
が
幕
府
財
政
白
国
雌
在
生
ぜ
し
重
大
属
国
と
も
考
へ
ら
札
な
い
。
た
ピ
収
入
掠
と
し
て
の
土
地
に
づ
い
て
考
ふ
る
と
き
に
は
岡
者
の
聞
に

大
な
る
差
あ
る
と
と
を
認
め
得
る
に
過
ぎ
向
。

(
日
)

特
擁
牧
入
。
特
株
牧
入
に
つ
い
て
之
を
見
る
仁
、
盟
国
民
の
遺
金
、
大
名
封
土
の
浅
牧
等
L
幕
府
財
政

に
一
の
資
出
酬
を
供

L
た
も
の
で
あ
る
が
、
向
幕
府

ω事
業
並
に
造
幣
継
に
つ
い
て
の
枚
入
も
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら

dユ。
幕
府
ゆ
官
業
己
し
で
は
、
佐
倉
小
金
の
牧
場
正
融
制
山
業
ご
が
ゐ
る
o

前
者
に
つ
い
て
は
事
ろ
軍
事
上
の
必
要
に

出
づ
る
む
の
ご
考
へ
ら
る
、
か
ら
こ
れ
い
を
省
主
、
鍵
山
業
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
る
に
、
佐
渡
は
も
ご
上
杉
の
領
地

で
b
っ
た
が
、

立
(
地
金
銭
を
産
す
る
を
以
て
豊
臣
氏
が
牧
め
て
共
有
正
し
、
徳
川
氏
も
亦
こ
れ
を
庶
轄
し
て
、
大

久
保
長
安
を
し

τ採
鎖

ω
こ
正
を
監
骨
せ
し
め
、
金
銀
の
産
出
禾
曾
有
の
巨
傾
に
上
h
・
書
千
〆
日
hk千
〆
目
を

出
す
に
歪
っ
た
己
都
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
石
見
伊
豆
等
の
銀
山
も
亦
盛
ん
ご
な
h
、
幕
府
の
枚
入
源
ご
し
て
極
め

τ重
要
な
る
も
の
で
ゐ
っ
た
。

幕
府
は
会
図
に
通
用
す
べ
き
金
銀
側
貨
幣
の
鋳
港
特
櫨
を
有
す
る

b
の
で
ぬ
る
が
、
貨
幣
の
改
鋳
に
よ
っ
て
、

そ
山
盆
金
を
占
め
、

之
れ
を
財
政
の
窮
乏
金
綱
縫
す
る
た
め
に
用
ぬ
た
。
こ
の
遊
融
刷
機
が
ま
た
重
大
な
る
枚
入
源

で
あ
っ
た
。

;首

設

三
七
七

徳
川
幕
府
自
財
政
に
う
い
て

銀
二
十
三
巻

(
第
三
脱

七
) 

萩野山之、日本財政良、 '?9頁2) 



l耐

議

第
三
十
三
笹

(
節
三
脱

三
七
八

八白
) 

徳
川
幕
府
白
川
政
に
つ
い
て

(
A
)
 

頁
献
牧
入
。

真
に
貢
献
牧
入
に
属
す
る
も

ωが
ゐ
る
。

諸
侠
並
に
山
川
民
か

b
の
献
金
献
H

聞
の
如
き
、
或

は
主
正
し
て
町
人
階
級
に
謀
せ
ら
れ
た
御
用
金
的
如
き
こ
れ
で
ゐ
る
o

幕
府
中
期
以
後
仁
於
工
は
御
用
金
の
課
徴

は
脱
行
は
れ
、
幕
府
り
臨
時
牧
入
正
し
て
重
要
な
る
も
り
、
一
を
成
し
て
居
る
。

こ
れ
は
主
ピ
し
て
町
人
階
級
若

く
は
富
体
階
級
に
謝
す
る
も
の
で
ゐ
っ
て
、
階
級
的
資
産
が
幕
府
牧
入
の
減
を
な
せ
る
も
の
正
い
ム
-
」
正
が
出
来

ゃ
う
。要

す
る
に
首
時
は
封
結
時
代
で
あ
ふ
リ
、
米
治
ひ
の
経
済
の
時
代
子
あ
h
、
他
方
に
は
貨
鮮
の
普
及
、
町
人
階
級

の
勃
興
せ
し
時
代
で
ゐ
る
か
ら
、

守
}
れ
等
の
現
象
が
臼
古
幕
府
内
牧
入
泌
を
定

U
る
-
〕
吉
、
な
つ
一
¥

-
』
、
に
幕

府
直
傾
地
よ
h
の
国
枝
、
貨
幣
故
鈴
盆
金
、
及
び
御
則
合
等
が
各
重
要
な
る
牧
入
ご
な
っ
て
現
は
れ
た
も
の
で
あ

る。

四

天
保
十
三
年
の
歳
入
表

前
項
に
逃
ぺ
た
る
枚
入
源
に
よ
っ
て
幕
府
が
枚
入
を
得
花
道
筋
の
主
な
る
も
の
は
明
か
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
を

れ
に
よ
っ

τ年
々
幾
何
の
牧
入
を
如
何
な
る
方
面
か
ら
経
常
的
に
若
〈
は
臨
時
に
悲
げ
得
た
の
で
あ
ら
う
h
r
o

岳、

れ
等
の
こ
ご
を
示
せ
る
数
字
は
今
仁
仰
は
れ
る
も
の
が
甚
.
に
少
い
。
尤
枚
入
支
出
の
総
額
に
つ
い
て
は
二
三
の
数

字
を
存
す
る
も
、
そ
の
内
容
仁
立
も
入
っ
て
詳
細
に
説
明
せ
る
も
の
は
甚
に
乏
し
き
次
第
で
あ
る
が
「
吹
座
録
」
に

ij$ニ十九珊 7耳



は
天
保
十
三
年
の
歳
入
を
示
し
て
居
る
か
ら
、
昨
日
に
は
そ
れ
を
基
礎
己
し
じ
一
一
一
一
一
の
説
明
を
試
み
や
う
ご
思
ふ
。

天
保
十
一
一
一
均
年
一
珂
抑
詰
引
凡
訓

( 

言長

金
九
折
F

出
荷
宜
千
九
十
九
削
除

M鼠

首長金
正
十
訓
高
三
百
七
十
凹
雨
除

金
三
千
二
百
三
削
除

金
一
同
凹
千
武
百
三
十

跡j
伶

金
一
両
国
ハ
千
六
百
三
イ
三
嗣
伶

金
ニ
掲
ニ
千
じ
百
九
十
二
瑚
偽

金
二
同
一
則
千
九
百
三
十
二
剛
倫

金
七
尚
一
ハ
「
六
百
八

l
I
耐
僻

金
十
凹
前
六
千
八
百
四
十
J

ハ
嗣
俄

外
金
五
十
五
高
じ
千
三
百
二
十
二
副
館

元i~\1 

年

;占L

..l<l 

金

111 背
骨
小
川
H
凶
御
役
金

目此民

昨

ヒ

納

金

作り
A

岡請

邦

情

話

納

A~ 金

銀

肌

立

制

益

由t

立正

t 

ι 

金

組金

々

和1

金
三
高
九
千
じ
百
二
十
七
悶
除

四
九
制
抗
的
制
千
博
年
制
上
納

納

小
以
金
五
十
八
国
七
千
四
十
九
削
除

イr
f珊

金
百
四
イ
五
両
三
千
二
百
九
削
除

タト

両面

，1} 

他
川
幕
府
山
財
政
に
つ
い
て

ィー桐t

II~ 入

fII 

部
ニ
イ
一
ニ
巷

(
弟
~
硯

ブI

じ

コ"



Z市

議

徳
川
幕
府
由
財
政
に
つ
い
て

第
二
十
三
容

(
第
一
ニ
批

O 
) 

三
八

O

金
十
東
部
六
千
四
百
J

九
十
九
面
儲

不

時

御

入

用

右
元
捌
差
引

金
五
十
二
時
λ
千
百
寸
同
位

~11 

司、

足

右
の
表
仁
よ
れ
ば
天
保
十
三
年
の
定
例
牧
入
金
は
九
十
二
高
岡
崎
川
、
定
例
支
出
額
百
四
十
五
高
岡
徐
で
あ
ち
差

引
五
十
二
高
八
千
刷
伐
の
不
足
で
J

の
る
。
且
金
銀
吹
立
御
盆
北
(
仙
の
所
調
不
時
納
却
も
臨
時
の
牧
入
が
総
牧
入
の

四
O
M判
定
例
牧
入
の
六
一
ニ

μ
を
占
め
て
居
る
ニ
古
は
、
明
か
に
嘗
時
の
財
政
困
難
ご
財
政
の
基
礎
不
確
賞
芯
を
物

語
っ
て
居
る
o

ま
た
改
鋳
盆
金

ωみ
に
つ
い
て
考
ふ
れ
ば
、
そ
の
金
額
は
御
年
頁
金
以
上
に
出
て
を
h
、
牧
入
総

額
の
三
入
%
を
占
め
て
居
る
こ
ご
は
、
如
何
仁
改
鋳
盆
金
な
る
も
の
が
財
政
の
困
難
を
救
ム
に
役
立
も
し
か
を
明

如
何
に
諮
録
立
て
、
居
る
。

真
に
暢
じ

τ御
年
賞
金
以
下
り
定
例
の
収
入
に
つ
い
て
、
牧
入
の
性
質
に
よ

h
負
撚
者
的
略
ぼ
明
か
な
る
も
の

を
悩
別
す
れ
ば
、

~~ 

F皆
級
ιみ
負
立居

~ヘー'同・、

寄岡 献
メ込
ロ

千年
前
4前i
~x 
金

_c 

金

自止

4

4

、一、
-
J
F
J
F
 

相t

金

j， 

幅

四
プ〈

農
民
階
税
白
負
措
御

年

賞

金

五
五

O
一
ニ
ヒ
四

λ

四
%

町
人
階
綾
田
負
抱
ι戸

長

崎

上

納

金

船

運

土

。

四

回

七
3少し



合

音F

六
五
三
五
六
穴

一O
O
M

E
な
る
o

勿
論
天
保
十
三
年
に
は
阪
に
天
保
の
改
革
に
よ
っ
て
問
屋
の
制
度
が
破
壊
き
れ
、
従
っ
て
問
屋
の
約
め

た
蓮
上
冥
加
な
ど
が
尉
止
苫
れ
工
ゐ
る
か
ら
、
右
の
表
で
は
町
人
の
負
備
は
例
年
よ
h
も
少
〈
計
算
苫
れ
て
ゐ
る

わ
り
で
ゐ
る
o

然
し
定
例
の
負
融
制
ご
し
て
は
そ
の
大
部
分
が
常
に
農
民
ゆ
負
捻
で
ゐ
る
よ
正
は
背
定
す
ぺ
か
ら

5

る
所
で
あ
る
o

た
い
御
用
金
等
り
如
、
き
臨
時
の
大
な
る
負
踏
を
考
慮
仁
入
品
、
な
ら
ば
、
町
人
の
負
捻
も
相
蛍
大

な
る
も
の
正
な
る
で
あ
ら
う
。

以
上
越
ぺ
し
騒
の
も
の
は
数
字
が
極
め
て
不
精
確
で
あ
る
か
ら
、
微
細
な
る
貼
に
ま
で
立
ち
入
つ

τ詮
擁
立
つ

る
能
は

T
ど
す
る
も
、
大
植
の
紋
態
己
し
て
は
前
阪
に
越
ぺ
た
る
如
〈
、
農
民
の
負
捻
た
る
田
租
己
、
町
人
の
負

指
た
る
御
用
金
正
幕
府
の
貨
幣
改
鈴
盆
金
正
の
三
者
が
、
枚
入
、
己
・
し
て
大
な
る
役
目
を
演
じ

τゐ
る
こ
ぜ
は
明
か

で
あ
る
。

(
陸
)

叫
ん
保
十
三
年
。
歳
計
に
附
す
る
山
中
と

L
て
は
、
同
じ
〈
「
吹
陪
鍛
」
第
二
十
九
畑
五
頁
に
右
に
硝
載
せ

L
も
由
主
呉
れ
る
殿
宇
が
山
て
居
る

の
み
な
ら
ず
、
本
丈
引
川
の
去
に
つ
い
て
制
年
試
金
以
下
八
羽
目
を
合
算
す
る
も
、
九
十
二
高
官
千
九
十
九
岡
偽
と
は
な
ら
ず
、
多
山
ザ
の
謀
詑
あ

る
こ
と

k
考
へ
ら
ゐ
誌
が
、
右
白
外
に
越
市
な
る
劃
宇
な
き
を
以
て
、
岬
官
〈
右
白
表

ιよ
る
。

五

財
政
さ
米
債
、

貨
幣
攻
錯
及
び
御
用
金
ご
の
閲
係

(
イ
)論

財
政
ご
米
樹
ご
の
闘
係
。
徳
川
時
代
に
於
て
は
そ
の
特
殊
の
経
済
事
情
よ
b
し
て
米
は
単
に
闘
民
必
需

締
川
本
仰
の
財
政
に
つ
い
て

議

第
二
十
一
ニ
巻

(
第
三
抗

) 

J、



， 
耐

2世

徳
川
幕
府
山
財
政
に
つ
い
て

第
二
十
三
省

(
第
三
枕

入

一) 

の
食
料
品
た

h
し
の
み
な
ら
や
幕
府
及
び
諸
務
り
財
政
上
の
根
本
を
な
し
、
租
枕
の
牧
納
も
亦
之
を
以
て
し
た
。

而
も
一
方
に
於

τは
貨
幣
の
使
用
が
漸
次
普
及
す
る
に
至
ー
り
し
た
め
、
幕
府
諸
滞
は
士
流
に
岨
到
す
る
俸
鵡
其
他
米

殺
を
以
て
す
る
も
の
、
外
は
そ
の
肱
納
せ
る
米
を
寅
っ
て
之
を
貨
幣
に
代
へ
以
て
そ
の
費
途
に
充
つ
る
の
必
要
を

生
じ
た
o

米
倒
の
鎚
勤
が
貨
幣
上
の
歳
入
を
増
減
し
以
て
財
政
上
に
少
か
ら
ざ
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
-
』
ご
は
明
か

で
ゐ
品
。

米
樹
高
直

ω場
合
に
は
幕
府
は
多

t
の
貨
幣
牧
入
を
得
る
が
如
〈
考
へ
ら
る
、
も
、
而
も
米
債
高
直
の
原
因
は

凶
作
に
よ
る
場
合
が
故
も
多
〈
、
従
っ
て
米
穀
の
牧
納
が
減
少
し
、

E
つ
凶
作
じ
劃
す
る
救
他
や
米
債
調
節
の
た

め
に
種
々
な
る
政
策
を
採
ら
ざ
る
を
得
F
る
賦
態
に
至
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
質
際
に
於

τは
こ
れ
が
た
め
に
幕

府
財
政
を
豊
か
な
ら
し
め
た
る
も
の
ご
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
享
保
七
年
五
月
の
御
伽
に
「
忽
而
近
年
諸
国
風
水
之

損
毛
相
続
、
御
蔵
納
方
不
足
有
之
に
付
、
諸
旗
本
御
給
米
金
波
方
弁
諸
商
人
へ
の
御
挑
方
等
迄
及
渥
滞
之
由
法
御

同
」
云
々
ご
い
ひ
、
凶
作
の
た
め
財
政
困
難
ご
な
b
倹
約
を
奨
励
せ
る
如
き
は
這
聞
の
消
息
を
一
不
す
も
の
で
あ
ら

フ。
弐
に
米
岡
田
下
落
の
場
合
に
は
、
貨
鰐
牧
入
の
減
少
を
生
宇
る
か
ご
い
ふ
に
必
宇
し
も
然
ら
十
o

下
落
の
最
大
原

困
は
主
正
し
て
豊
作
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
税
米
の
牧
納
は
勢
ひ
多
量
ご
な
る
。
然
L
之
を
寅
挑
ム
場
合

仁
は
を
の
貨
僻
観
は
必
十
し
も
互
額
に
上
り
得
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
貨
融
問
経
済
の
務
返
永
に
十
分
な
ら
ぎ
る

芋保守典永鑑巻十"1) 



場
合
に
は
、
豊
作
に
よ
る
股
納
の
多
量
は
財
政
を
豊
充
な
ら
し
め
た
で
あ
ら
う
が
、
米
を
貨
融
市
に
代
ふ
る
に
非
れ

ば
財
政
の
運
用
を
期
I
難
き
場
合
に
は
、
米
価
慣
の
下
落
に
よ
っ
て
必
す
し
も
則
政
に
好
影
響
を
奥
ふ
る
も
の
正
は

限
ら
な
い
。
か
、
る
現
象
は
徳
川
時
代
の
経
済
組
織
の
矛
盾
、
即
も
米
治
ひ
の
経
済
た
る
ご
同
時
に
貨
幣
経
梼
の

行
は
れ
し
宮
崎
の
融
合

t
L
τ
嘗
然
生
占
ず
べ
き
所
で
あ
ら
う
。
一
突
す
る
に
米
債
の
縫
勤
が
財
政
に
影
響
を
奥
ム
る

よ
ど
は
明
か
で
あ
る
が
、
豊
凶

ωた
め
米
両
慣
が
著
し
〈
下
落
勝
賞
せ
し
際
に
は
、
通
営
な
る
米
債
を
維
持
せ
る
場

A
日
に
想
像
す
べ
か
ら
ず
る
影
響
を
財
政
に
奥
ふ
る
も
の
で
あ
る
こ
ご
を
考
へ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。

(
回
)

財
政
正
貨
幣
改
鋳
ご
の
闘
係
ω

財
政
己
貸
僻
改
鋳
ご
の
闘
係
に
つ
い
て
は
、
凪
腰
越
ぺ

L
如
〈
、
こ
れ
に

よ
っ
て
幕
府
の
財
政
婦
乏
を
救
は
ん
ご
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
い
正
徳
(
享
保
)
金
銀
が
日
間
位
劣
れ
る
一
克
職
金
銀
を

改
鋳
し
て
慶
長
の
制
に
復
せ
し
こ
ご
は
、
唯
一
の
例
外
で
あ
っ
て
、
英
他
の
改
鋳
は
す
べ
て
品
位
を
隠
し
て
改
鋳

盆
金
を
血
事
「
る
こ
ご
が
目
的
で
ゐ
っ
た
の
で
あ
る
Q

叫
元
職
金
銭
を
鋳
造
せ
し
際
に
そ
の
出
目
(
改
鋳
盆
金
)
が
凡
五
百
市
内
隔
に
進

L
た
よ
ご
は
白
石
の
論
性
る
露
で
あ

る
。
徳
川
時
代
金
鵠
伝
通
じ
て
ゆ
改
鋳
盆
金
は
幾
何
で
あ
る
が
明
か
で
な
い
が
、
天
保
三
年
乃
至
十
三
年
の
数
字

に
つ
い
て
は
弐
の
如
(
で
あ
る
叫

成

入

am

隔

て
ん
己
一
一

蔵

出

有之

足

出

目

偽
足
は
不
足
(
ム
)

天
保

一幸四、

za晶

這
、
芳
夫

元、四一

g

一、金口一回

言市

1世

仙
加
川
亭
い
川
白
尉
政
に
う
い
て

第
二
十
ニ
管

(
弟
三
都

= 
) 

三

λ
三

白石全集第三、 58頁
貨幣都銀(担蜘積書第五銅)39頁以下。幕末史 53-54頁

2) 
3) 



論

議
一一一ー
三ニ o 九八七点五回

徳
川
幕
府
白
川
肱
に
つ
い
て

三
一
ュ
、
官
官
一
回
一

二
昔
、

-zh口屯

一
口
ヨ
寸
一
』
八
白

一
方
出
品
、
一
吾
志

一
札
口
、
-
n
A
一昔

一
一
一
一
口
、
三
一
望
自

ZM口
、
六
回
孟
一

一

ME--↑一回入省

一
口
晶
、
『
b
h
即日〕

ゴ
豆
、
全
日
ロ
コ

一
点
目
、
申
告
吾
一

一
屯
晶
、
口
口
孟
一

一
品
目
、
口
一
一
A
A

一九
F
U
J
A
U
主{〕

ニ
M・ハ、也九日一一

】
王
-
、
ニ
山
内
向

ニ一

A
、口九一一一戸

ユ
口
白
、
一
晶
玉
河
川

一
九
六
J
一
H
A四

-山一円、

J
Z
=

第

二

十

三

谷

哩一、一品一

z
h一

方
一
、
内
一
岡
田

宝
、
金
口
一
一

三、一一一ゴ一一五一

畠
向
、
出
〔
JAd

↓
三
、
〔
]
一
言
口

問
也
、
回
阿
世
口

毛
、
九
宅
一

A
唱

J
己
九
回

長{〕、同一一九一

(
第
三
貌

四

二
一
八
回

二
、
世
田
口
h

A
-
回
、
五
亘
閉
山
唱

。ゴ一、
A
晃)主

一A、当
1'

一=

向、
Z
一也八

七
内
、
耳
吉
百

三
、
口
一
一
主

回
一
、
L
Z
-
五

-一八、一一角口日

ム
戸
己
、
ニ
七
六
回

右
の
表
に
よ
っ

τ見
る
に
一
年
三
し
て
牧
支
相
償
へ
る
こ
芯
な
〈
、
働
か
に
出
目
に
よ
っ
て
漸
〈
歓
を
締
ひ
し

車
回
、
口
口
己
口

問
喝
、
日
主
九
」
日

」己、

UB口

同
品
、
九
凡
同
一
回

世
一
、
喜
一
ム
一
三

一
口
昔
、
琵
琶

内
角
、
回
世
同
五

老
、
七
口
口
口

二
耳
、
坑
口
口
口

五
口
、
一
回
円
孟

も
の
多
〈
、
出
目
に
よ
る
も
術
不
足
を
生
性
る
も
の
三
回
ゐ
b
o
前
後
十
一
ヶ
年
間
の
出
目
の
総
額
七
百
五
十
五

商
人
千

O
四
十
三
岡
、
若
し
こ
れ
な
か
h
し
な
ら
ん
に
は
幕
府
の
財
政
は
巣
し
て
如
何
で
あ
っ
化
ら
う
炉
。

前
貨
融
聞
の
改
鋳
は
則
政
の
溺
乏
を
救
ふ
た
め
仁
首
局
者
の
行
ひ
し
践
で
は
あ
る
が
、
然
し
他
方
に
は
金
銀
座
の

者
ど
も
が
之
を
計
萱
L
悠
磁
L
h
ニ
ご
が
少
〈
な
い
ら
蓋
令
銀
座
は
貨
僚
の
吹
貨
に
よ
っ
て
其
業
務
を
経
笹
せ
る

も
の
で
あ
る
が
、
金
銀
の
産
出
移
し
〈
貨
幣
鯨
誌
の
多
額
な
り

L
頃
は
経
営
仁
困
難
を
戚
や
、
ざ
ら
し
も
、
其
級
金

銀
の
産
出
減
退
す
る
仁
及
び
、
金
銃
座
も
亦
大
に
困
指
す
る
こ
吉
、
な

b
、

』
、
に
貨
幣
改
鋳
に
よ
っ
て
自
己
の

窮
叫
肌
を
股
せ
ん
ご
す
る
査
鍛
を
廻
ら
す
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

4

』
の
こ

Z
は
一
克
鵡
の
改
鋳
に
つ
い
て
、
・
そ
の
三



十
年
以
前
印
も
寛
文
の
頃
か
ら
金
銀
座
の
者
に
そ
の
計
査
あ

b
L
-
』
ご
に
徴
す
る
も
明
か
で
あ
る
ん
リ

(
八
)

財
政
E
御
用
金
正
の
閥
係
。
御
用
金
古
は
徳
川
時
代
に
於
て
園
周
の
不
足
を
補
は
ん
が
た
め
に
、
臨
時

且
任
意
に
主
己
じ
て
用
達
商
賀
等
に
劃
し
て
認
せ
る
金
銭
上
の
負
傷
で
あ
っ
て
、
本
来
は
償
還
せ
ら
る
べ
き
性
質

を
有
す
る
も
り
で
あ
る
。
或
は
強
制
公
債
、
変
闘
公
債
の
一
一
樹
ご
認
む
る
こ
ど
が
出
来
ゃ
う
。

御
用
金
の
一
般
目
的
は
闘
用
の
不
足
を
補
ム
に
あ
る
。
然
し
園
周
の
不
足
を
生
じ
用
金
に
よ
っ
て
之
を
補
充
せ

ん
ざ
す
る
方
面
は
必
宇
し
も
一
つ
で
は
な
い
。
或
は
諸
侯
の
財
政
救
済
の
た
め
な
る
こ
ご
ゐ
b
、
或
は
大
工
事
を

起
す
た
め
な
る
こ

z
b
h
、
又
或
は
米
附
恨
の
調
節
、
平
事

h

砂
防
の
費
用
ド
充
て
ん
が
た
め
な
る
こ
古
も
あ
る
。
各
場

合
に
よ
っ
て
異
る
が
、
そ
の
根
本
に
於
て
は
幕
府
則
政
の
快
乏
を
補
は
ん
ご
す
る
も
の
な
る
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
o

御
用
金
を
命
喰
ら
れ
た
地
方
は
江
戸
、
京
・
大
阪
、
兵
庫
、
西
宮
、
堺
等
何
れ
も
大
都
曾
で
ゐ
っ
て
、
殊
仁
天

下
の
憂
所
た
る
大
阪
で
は
屡
I
御
用
金
が
命
守
ら
れ
て
ゐ
る
o
而
し
て
御
用
金
が
命
性
ら
る
、
ゃ
、
町
人
は
成
る

ぺ
〈
そ
の
負
携
を
軽
〈
せ
ん
が
た
め
に
百
方
嘆
願
し
て
其
減
額
を
求
め
た
。
蕊
に
於
て
幕
府
の
指
定
高
官
諦
高
己

の
聞
に
は
往
々
に
し
て
大
J
る
差
異
が
あ
る
。
そ
の
一
克
利
の
償
還
も
必
宇
し
も
履
行
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

御
用
金
の
事
例
を
見
る
山
、
米
国
間
引
上
の
た
め
に
之
を
命
守
る
こ
ご
が
少
〈
な
い
。
米
舗
を
釣
b
上
げ
る
こ

Z

は
、
米
の
供
給
者
た
る
支
配
階
級
に
ご
っ

τ都
合
り
よ
い
こ
ご
で
あ
る
か
ら
、
武
士
諸
侯
の
救
済
た
る
ご
同
時
に

幕
府
財
政
に
も
徐
絡
を
生
性

L
h
u
る
所
以
で
あ
る
o

然
し
そ
れ
は
幕
府
の
み
な
ら
す
、
武
士
及
農
民
的
た
め
に
も

百市

叢

拙
川
幕
府
白
射
政
に
つ
い
て

第
二
十
三
巻

(
第
三
続

三
五
)

J、
五

三貨問哉(日本組擁護書巻ニ，卜七)535頁
拙着、徳川幕府由来倒調節 256~25日頁

4) 

5) 



論

議

徳
川
幕
府
白
川
政
に
つ
い
て

第
二
十
ニ
巷

(
第
三
枕

" ) 

一
八
六

行
は
れ
た
も
の
正
見
る
こ
て
が
出
来
る
が
、
天
保
以
後
の
御
用
金
は
多
〈
直
接
に
幕
府
の
み
の
た
め
に
行
は
れ
し

戚
が
あ
る
。
そ
れ
が
幕
府
の
財
政
を
禰
ひ
し
こ
ご
は
蓋
し
少
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

.晶司，、

経

費

徳
川
幕
府
の
経
費
は
定
式
・
別
口
・
臨
時
の
三
項
に
別
た
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
今
日
の
経
常
設
臨
時
費
等
の
鼠
別

に
賞
恨
め
る
こ

Z
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
幕
府
は
す
べ
て
の
方
面
に
於
て
秘
密
土
事
を
採
日

τ居
た
か
ら
経
費
の

拡
態
の
如
き
も
詳
細
に
知
る
こ
ご
が
出
来
な
い
1
0

友
に
天
保
十
三
年
の
支
出
高
を
掲
げ
る
。

式爾

金
三
九
、
九
一

O
四

七
、
宜
三
七
一

二
七
、
七

O
b
七

七
、
一
一
七
九
三

二
、
七
ニ
一
三

一
ニ
、
一
一
一
山
つ
一

λ
六
五
五

二
、
一
入

C
三

六
、
一
一
一
六
四
五

=
一
、
四
一
大
三

入

用

定

三
季
切
米
佼
料
雌

奥

向

惣

入

山

凡
ケ
日
間
惣
入
用

諸
役
脚
諦
場
所
入
川

謹
岡
遺
方
入
用

三
家
三
脚
共
舛
綱
手
常

京
劃
馬
守
制
手
利
金

代

官

諸

入

用

材

木

買

上

代

廻

米

運

賃

付I主且三郎、 FI:+担済史 V. 206百以下に上る。 t且、既血縁第二十九冊 8)'(
tこは「江戸御金耕納抑」由中に上記由定式入川自分が揖哉されてゐる。従って

これによれば米政口支出例へば切求。端技詰jはこれに合まさ「る tll<τ'あるG



三
口
合
計

言十

五
、
四
七
九
一

一
O
六
、
六
七
七
ヒ

別

口

三
、
一
一
一
三
ニ
九

一
一
、
六
七
一
ニ

λ

八
一
六
一
ニ

二
、
五
五
一
二
五

一
入
、
三
七
六
六

臨

時

一
七
、
ニ
七
二
ニ

一
同
一
一
、
三
二
五
六

臨
時
江
戸
建
圃
修
碩
共
舛
入
用

入

用

Lす

川
時
普
前
入
用
並
取
持
金

諸
拝
借
取
替
金
政

御
貸
川
川
和
金
位

諸
掛
り
仰
金
政

入

111 

日
光
共
他
温
起
睦
雄
、
参
諸
費
川
、
金
拙
庁
制
服
立
、
浪
屋
町
脅
所
、
御
貸
付
元
金
波
帯

右
の
定
式
入
用
の
中
・
主
な
経
費
は
三
季
切
米
役
糾
渡
ご
八
ク
所
惣
入
用
己
で
あ
る
。
切
米
は
傾
地
を
有
せ

F

る
旗
本
の
士
に
封

L
て
奥
ふ
る
臓
米
的
二
」
ピ
で
あ
っ

τ、
春
夏
冬
の
三
季
に
H
T
も
、
米
吉
金
芭
で
支
給
す
る
。
役

料
は
役
俸

ω
一
蹴
で
職
掌
に
附
風
し
た
給
料
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
要
す
る
に
人
件
費
で
ゐ
る
。
こ
の
稀
の
武
士
は

こ
の
俸
臓
に
よ
っ

τ生
活
せ
る
も
の
で
あ
っ

τ、
幕
府
の
存
す
る
限
り
ニ
の
人
件
費
が
経
常
費
中
地
も
重
要
な
る

も
の
で
あ
る
こ
ご
は
い
1

ふ
迄
も
な
い
。
次
に
入
ゲ
所
惣
入
用
t
い
ふ
は
御
納
戸
、
西
丸
御
納
戸
、
御
作
事
方
、

JJ、

普
請
方
、
御
賄
方
、
仰
細
工
方
.
御
盤
方
.
御
材
木
方
の
経
費
で
あ

b
、
究
の
御
役
所
諸
場
所
入
用
正
共
に
幕
府

役
所
向
の
経
費
の
大
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
ら
う
o
而
L
て
右
の
御
納
戸
、
西
丸
御
納
戸
、
伽
航
方
的
如
き
は
胸

軍
家
の
衣
服
制
度
食
料
品
等
に
閲
す
る
費
用
で
あ
る
か
ら
前
表
第
二
項
に
掲
げ
色
れ
て
ゐ
る
奥
向
総
御
入
用
ピ
い

市首

首空

他
川
説
的
山
周
政
に
つ
「
て

佑
二
十
三
容

(
船
三
蹴

ヒ
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(
郁
=
一
腕

他
川
幕
府
白
財
政

ι
ワ
ヤ
て

「
ニ
入
)

ふ
は
主
Z

L
て
奥
向
の
人
件
費
で
あ
る
Z
考
へ
る
。

徳
川
時
代
に
は
も
ご
よ
h
今
日
詞
ふ
所
の
珠
算
制
度
が
存
し
て
居
た
わ
け
で
は
な
い
w

。
量
入
品
局
内
を
原
則
Z
し

て
得
る
に
臆
じ
て
支
出
を
量
っ
た
も
の
で
あ
る
o

然
し
中
期
以
後
財
政
の
困
難
に
陥
る
や
経
費
の
節
約
を
計
ら
ざ

る
可
ら
ざ
る
こ
己
、
な
・
0
賞
歴
五
年
四
月
以
後
経
費
仁
つ
い
て
一
稲
の
珠
算
を
立
つ
る
こ
さ
、
な
っ
た
。
尤
明
米

役
料
の
如
量
定
式
入
用
中
の
主
要
な
る
も
の
を
合
ま
や

J

主
ご
し
て
諸
役
所
向
並
に
奥
向
続
出
武
仁
止
ま
る
如

る
o

こ
の
こ
正
は
私
の
阪
に
論
じ
た
所
で
あ
る
か
ら
こ
、
に
詳
設
を
略
す
る
。

で
あ

七

最古

主会A
lino 

徳
川
時
代
に
お
り
る
財
政
上
の
原
則
正
し
て
は
入
る
を
量
っ
て
出
づ
る
を
制
す
る
こ
ぜ
が
原
則
で
あ
っ
た
。
現

代
に
於
て
は
闘
務
を
遂
行
す
る
が
た
め
に
必
要
な
る
経
費
は
、

先
e

っ
そ
の
支
出
を
決
定
し
て
品
位
、

一
路
は
人
民
の
負
据
力
h
T
考
慮
す
る
ご
し
て
も
、

そ
れ
に
勝
中
る
た
め
に
枚
入
の
途
を
求
む
る
も
の
で
あ
る
o

郎
も
歳
出
を
見

τ

歳
入
を
量
る
こ
ご
が
原
則
で
あ
る
。
然
し
蛍
時
に
於
て
は
こ
れ
ご
反
動
に
歳
入
に
感
じ
て
遁
嘗
に
歳
出
を
制
す
イ

き
も
の
ご
苫
れ
て
居
た
。
勿
論
臨
時
の
支
出
に
膳
宇
る
た
め
特
じ
臨
時
に
牧
入
を
量
る
こ
ご
も
行
は
れ
た
で
あ
ら

う
が
、
根
本
原
則
ご
し
て
は
量
入
潟
出
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
敢
1
徳
川
時
代
に
は
限
ら
歩
、
上
古
よ

h
同
様
で
あ
る
が
、
特
に
こ
の
時
代
に
は
こ
の
原
則
が
蛍
時
の
拳
者
に
よ
っ
て
盛
ん
に
唱
道
さ
れ
、
政
治
家
も
こ

拙著、改服組商史考 46r頁以下2) 



れ
を
意
識
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
っ
た
町
故
に
嘗
時
の
財
政
ご
個
人
の
家
計
百
が
そ
の
原
則
に
於
て
異
る
所
な
き
こ

ご
も
一
応
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o

賞
際

ω運
用
に
徴
し

τ幕
府

ω財
政
正
徳
川
氏
山
家
計
ご
が
甚

L
〈
混
用
さ

れ
て
ゐ
る
戚
が
あ
る
の
は
寧
ろ
常
然
で
あ
ら
う
。

徳
川
幕
府
は

εの
初
期
を
除
〈
の
外
、
常
に
財
政
欠
乏
に
苦
し
ん
で
居
た
も
の
で
あ
る
が
、

を
的
一
原
因
は
作
柄

や
天
災
地
後

ω如
注
自
然
的
原
因
に
よ
り
、

ま
た
或
は
金
銭
採
掘
高

ω
減
少
、

正
貨

ω
流
山
、

政
技
の
膨
服
、
本
有

修
の
普
及
や
或
は
叉
設
断
者
そ
の
人
を
符
?
且
本
曲
的
行
は
れ

L
こ
ど
、
北
(
仙
綿
々
の
理
由
に
法
っ
て
枚
入
支
出

の
均
衡
を
得
る
他
は
F
る
に
至
り
し
も
の
で
あ
る
が
、
根
本
的

ω原
図
は
嘗
時
の
枇
品
目
級
隣
組
織
に
腕
胎
せ
る
も

の
ご
考
へ

43
る
を
得
な
い
。

従
来
は
農
業
が
唯
一
の
生
売
機
関
で
あ
b
、
と
れ
を
基
礎
ピ
し
て
幕
府
の
財
政
が
存
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
時
代
り
進
む
ご
共
に
農
業
は
行
詰
り
の
形
芭
な
b
、
之
に
反
し
て
新
仁
商
工
業
が
起
り
、
貨
幣
が
普
及
し
交

過
が
後
迭
し
た
。
幕
府
は
故
早
簡
内
に
お
り
る
農
業
自
給
経
済
に
よ
っ

τは
立
つ
能
は
ざ
る
こ
正
、
な
っ
た
o

荻

に
於

τか
新
し
き
経
済
組
織

ω前
に
胤
服
し
、
町
人
の
供
給
に
依
脱
し
て
僅
か
に
ぞ
の
財
政
を
糊
縫
せ
ざ
る
可

ι

ぎ
る
こ
正
、
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
幕
府
は
自
己

ω
燦
て
立
つ
所
の
基
礎
よ
b
し
て
そ
の
政
入
を
潤
爆
に
す
る
能

は
す
、
却
て
之
れ
ご
相
容
れ
古
る
方
面
に
於

τ、
郎
も
貨
僻
経
済
の
後
迭
に
依
頼
す
る
こ
ご
に
よ
っ
て
、
並
に
自

己
の
支
配
し
得
ざ
る
階
級
に
向
っ
て
、
財
カ
を
求
め
ざ
る
可
ら
5
る
こ
正
、
な
っ
た
。
こ
れ
郎
も
幕
府
の
財
政
困

難
に
陥
り
し
奥
原
因
で
あ
h
、
且
つ
幕
府
の
姥
れ
ざ
る
を
得
F
る
に
至
り
し
原
因
で
あ
る
。

主市

議

他
川
謀
府
白
財
政
に
つ
い
て

第
一
一
十
三
巻

(
体
三
鵠
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